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滋賀県グリーン購入基本方針 

[はじめに] 

 滋賀県では、県民の高い環境意識と環境行動に支えられ、琵琶湖の水質保全を始めと

して、特色ある取組を行ってきました。しかし、その目標達成には、今後もさらなる努

力が必要です。また、地域の各種の環境問題のみならず、地球温暖化などの地球環境問

題は、ともに大量消費を前提とする社会システムに原因を求めることができる同じ根を

もっています。 

 これらの問題の解決を図るためには、行政はもとより、県民や事業者が自らの責任を

自覚して、日常の生活や事業活動でのあらゆる環境負荷を低減する主体的な取組を実践

し、社会システムを資源循環型に変革していく広範かつ長期的な取組が必要です。 

 グリーン購入は、環境に配慮された製品やサービスを優先的、選択的に購入する行為

を介して、環境に配慮した企業活動を支持、促進することであり、持続可能な社会シス

テムの構築に確実につながる大きな潜在力をもつ取組です。 

 本県では、このことに着目し、職員のエコロジカルマインドの覚醒を目指して、平成

６年(1994 年)９月からすべての県機関で全国にさきがけてグリーン購入に着手しまし

た。また、この取組をより確実なものとするために、ISO14001に基づく環境マネジメン

トシステム(ＥＭＳ)の中に位置づけて実践してきました。さらに、平成 11 年には、県

域でのグリーン購入の幅広い普及を図るために、滋賀グリーン購入ネットワーク(現 

一般社団法人滋賀グリーン活動ネットワーク)が設立され、独自の活動が始まっていま

す。 

 平成 22年３月の ISO14001の認証登録期限を契機として、県独自の新しい環境マネジ

メントシステムを構築し、平成 23 年２月より県独自の新しい環境マネジメントシステ

ム(EMS)へ移行しています。そのシステムの中にグリーン購入を位置づけ、更なる取組

の推進を図っているところです。 

 以上を踏まえ、グリーン購入における本県の先導的役割を自覚して、県民や事業者と

ともに、この取組をさらに充実・発展させるために、「滋賀県グリーン購入基本方針」

を定めます。 

 

１ 基本的な考え方 

グリーン購入の推進に当たっての基本的考え方は以下のとおりとし、県は率先してグ

リーン購入を実行し、関係事業者等にも協力を求めるとともに、県民、事業者による広

範な取組の普及を図ります。 

 (1) 物品等の総量を節減する 

   生活や経済活動を支える物品および役務（以下「物品等」という。）の有効利用

を徹底することにより、物品等の総量の節減を図ります。 
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 (2) 物品等の必要数量を計画的に調達する 

   物品等の調達に当たっては、事前に必要性を十分に考慮し、必要な数量を計画的 

に調達します。 

 (3) 物品等のライフサイクル全体を考慮する 

     物品等の調達に当たっては、資源採取から廃棄に至るライフサイクル全体を考慮

して、環境負荷の低減を図ります。 

 (4) 事業者の環境負荷低減努力を評価する 

     環境負荷の低減に努める事業者を評価し、物品等はそれらの事業者から優先して

調達します。 

 (5) 新たな取組に絶えず挑戦する 

     環境負荷に関する情報を常に入手し、グリーン購入の新たな取組に絶えず挑戦します。 

 

２ 県庁におけるグリーン購入推進戦略 

 (1)県のあらゆる分野でのグリーン購入を目指す 

     県のあらゆる分野でのグリーン購入の実現を目指し、以下の取組を行います。 

  ■特定調達品目、試行調達品目の指定 

    環境負荷の低減に役立つ物品等（以下「環境物品等」という。）のうち、重点的

に調達を推進するものを特定調達品目とします。 

   また、これに準じて、重点的に調達を推進するものを試行調達品目として、一  

定の試行期間にその普及啓発に努め、グリーン購入の対象品目の計画的な拡大が  

容易になるようにします。 

■公共工事での取組 

公共工事については、「自然共生・資源循環型の社会基盤づくり」の理念のも  

と、事業の計画・設計・施工・管理のライフサイクル全体にわたる総合的観点か  

ら、環境の負荷の低減を図る必要があります。従って、環境負荷の少ない資材や  

機械の使用に努めることを始め、環境負荷の少ない工法の採用を検討するなど、  

多方面な取組を進めます。 

     また、これらの取組を、「環境配慮指針」の活用等により計画的に進めます。 

  

(2)納入事業者等に協力を要請する 

  ■納入事業者等への要請 

   消耗品および備品等の納入時に自動車を使用する納入事業者、役務の提供事業  

者および公共工事の請負事業者等に対しては、アイドリング・ストップを守ること

や、環境にやさしい運転（エコドライブ）に努めることを要請します。 

     また、納入事業者等の低公害車等への転換の条件整備の進捗に応じて、低公害  

車等による納入等の実施を求めていきます。なお、県は発注の集約化など発注者  
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としての適切な配慮を行います。 

■県の補助事業等への要請 

県の補助事業において補助対象事業者が物品等を調達する場合、および委託事業

の受託事業者が物品等を調達する場合においては、この基本方針に沿ったグリーン

購入に努めるよう要請します。  

 (3)県民・事業者の取組を支援する 

     グリーン購入の取組を県域全体に広めるため、以下のとおり県民・事業者等へ

の普及啓発に努めるとともに、新たな取組についても検討していきます。 

  1)グリーン購入に関する情報の収集・提供に努めます。 

   2)一般社団法人滋賀グリーン活動ネットワークへの支援を行い、一層の普及啓発に

努めます。 

   3)環境こだわり農産物など環境に配慮して栽培された農産物および滋賀県リサイク

ル製品認定制度に基づき認定された製品（以下「滋賀県リサイクル認定製品」と言

う。）の普及啓発に努めます。 

 

３ 特定調達品目の判断基準等 

  (1) 特定調達品目および試行調達品目の判断基準等は、別表１のとおりとします。 

   なお、特定調達品目および試行調達品目以外の環境物品等についても、１の基 

  本的な考え方および特定調達品目の判断基準等を参考に調達するよう努めます。 

 (2) 調達しようとする品目に滋賀県リサイクル認定製品がある場合には、その優先  

的な調達に努めます。 

 

４ 推進方策 

 グリーン購入推進の各分野ごとの幹事課等を別表２のとおり定め、全庁あげて取り組

むこととします。また、１の基本的な考え方に基づく推進方策について検討するととも

に、主要な取組事項をＥＭＳのプログラムに位置づけて、毎年度、取組目標を設定し、

同環境管理体制に基づき、ＰＤＣＡサイクルに則って確実な推進を図ることを原則とし

ます。 

  なお、基本方針の内容は、社会情勢の変化、取組状況等を踏まえ、上記幹事課を中心

に適時に見直しを行います。 

 

５  公表 

 毎年度、取組の実施状況を目標に照らして評価し、ホームページで公表します。 

 また、基本方針の内容を改定したときは、ホームページで公表します。 
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６ 適用範囲 

この基本方針は、知事部局、企業庁、病院事業庁、議会事務局、教育委員会事務局お

よび教育機関、人事委員会事務局、監査委員事務局、労働委員会事務局、収用委員会事

務局ならびに警察本部に適用します。 

 

７ 施行 

  この基本方針は、平成１４年４月１日から施行します。 

 この基本方針を一部改定し、平成１５年４月１日から施行します。 

 この基本方針を一部改定し、平成１８年４月１日から施行します。 

 この基本方針を一部改定し、平成１９年４月１日から施行します。 

 この基本方針を一部改定し、平成２０年４月１日から施行します。 

 この基本方針を一部改定し、平成２１年５月１２日から施行します。 

 この基本方針を一部改定し、平成２２年６月７日から施行します。 

この基本方針を一部改定し、平成２３年５月２３日から施行します。 

この基本方針を一部改定し、平成２４年１月６日から施行します。 

この基本方針を一部改定し、平成２４年５月３０日から施行します。 

この基本方針を一部改定し、平成２５年５月２２日から施行します。 

この基本方針を一部改定し、平成２６年６月２４日から施行します。 

この基本方針を一部改定し、平成２７年７月１０日から施行します。 

この基本方針を一部改定し、平成２８年６月２８日から施行します。 

この基本方針を一部改定し、平成２９年４月１日から施行します。 

この基本方針を一部改定し、平成３０年４月１日から施行します。 

この基本方針を一部改定し、平成３１年４月１日から施行します。 

この基本方針を一部改定し、令和２年４月１日から施行します。 

この基本方針を一部改定し、令和３年４月１日から施行します。 

この基本方針を一部改訂し、令和４年４月１日から施行します。 

この基本方針を一部改訂し、令和５年４月１日から施行します。 

この基本方針を一部改訂し、令和６年４月１日から施行します。 

 


